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もりトピ税・保険

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

第
３
期
分
の
納
期
は
９
月
30
日

（
水
）で
す
。
近
く
の
金
融
機
関
や

次
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な

ど
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

全
国
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、

ロ
ー
ソ
ン
、ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン

ク
ス
、デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
な
ど

　
ま
た
、
個
人
市
民
税
・
府
民
税

（
普
通
徴
収
分
）、固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
の
納

付
に
は
、口
座
振
替（
自
動
払
込
）

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２

〜
１
８
５
４

　
個
人
市
府
民
税
は
、
原
則
そ
の

年
の
１
月
１
日
現
在
に
住
民
登
録

を
し
て
い
る
市
区
町
村
で
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
年
の
途
中
で
守
口

市
か
ら
ほ
か
の
市
区
町
村
へ
引
っ

越
し（
転
出
）し
た
場
合
で
も
、
そ

の
年
は
、
守
口
市
で
課
税
さ
れ
ま

す（
転
出
先
の
市
区
町
村
で
は
翌

年
か
ら
と
な
り
ま
す
）。

問
課
税
課
・
市
民
税
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
土
地
の
評
価
額
を
求
め
る
場
合

に
用
い
る
地
積（
課
税
地
積
）は
、

原
則
と
し
て
賦
課
期
日（
毎
年
１

月
１
日
）現
在
に
お
け
る
登
記
簿

上
の
地
積
に
よ
り
ま
す
。

　
「
測
量
し
た
と
こ
ろ
実
際
の
地

積
は
登
記
地
積
と
異
な
っ
て
い

た
」と
い
う
場
合
に
は
、
速
や
か

に
法
務
局
で
地
積
更
正
の
登
記
を

し
て
く
だ
さ
い
。
１
月
１
日
ま
で

に
登
記
し
た
場
合
に
は
翌
年
度
か

ら
、
１
月
２
日
以
降
に
登
記
し
た

場
合
に
は
翌
々
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

問
課
税
課
・
土
地
係
・
家
屋
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

　
平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
に
建

築
し
た
住
宅
で
、一
定
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
を
行
っ
た
場
合
に

は
、改
修
工
事（
平
成
28
年
３
月
31

日
ま
で
の
工
事
が
対
象
）が
行
わ

れ
た
翌
年
の
１
月
１
日
を
賦
課
期

日
と
す
る
年
度
分
の
固
定
資
産
税

が
３
分
の
１
減
額
さ
れ
ま
す
。

注
減
額
措
置
の
対
象
床
面
積
は
100

　
㎡
ま
で
で
、
貸
家
は
対
象
外
で

　
す

　
ま
た
、
減
額
措
置
を
受
け
る
に

は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を
行
っ

た
住
宅
に
、
65
歳
以
上
の
人
、
要

介
護
認
定
も
し
く
は
要
支
援
認
定

を
受
け
て
い
る
人
、
ま
た
は
障
害

の
あ
る
人
が
居
住
し
て
い
る
こ
と

が
条
件
で
す
。

改
修
工
事
の
要
件

　
自
治
体
か
ら
の
補
助
金
や
介
護

保
険
か
ら
の
給
付
を
除
く
工
事
費

の
合
計
金
額
が
50
万
円
以
上
で
、

次
の
工
事
に
該
当
す
る
も
の
が
減

額
措
置
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
廊
下
の
拡
幅

②
階
段
の
こ
う
配
緩
和

③
浴
室
改
良

④
便
所
改
良

⑤
手
す
り
取
り
付
け

⑥
床
の
段
差
解
消

⑦
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

⑧
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

申
請
の
手
続
き

　
減
額
措
置
を
受
け
る
に
は
、改

修
工
事
終
了
後
３
ヵ
月
以
内
に
、

次
の
書
類
と
、固
定
資
産
税
の
減

額
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
請
書
は
課
税
課
に
あ

り
ま
す
。

○
納
税
義
務
者
な
ど
の
住
民
票
の

　
写
し（
市
内
在
住
者
は
不
要
）

○
工
事
明
細
書
お
よ
び
領
収
書
な
ど

◎
65
歳
以
上
の
人
が
居
住
し
て
い

　
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の

　
（
健
康
保
険
証
な
ど
の
写
し
）

◎
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認

　
定
を
証
す
る
書
類（
介
護
保
険

　
の
被
保
険
者
証
の
写
し
）

◎
障
害
者
手
帳
な
ど
の
写
し

　
◎
は
該
当
す
る
も
の
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
・
家
屋
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

話
を
か
け
た
り
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
不
審
な
電
話
が

あ
っ
た
場
合
は
、
絶
対
に
手
続
き

に
応
じ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
保
険
課
・
給
付
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
対
し
、
保
険

課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付

金
が
発
生
し
て
い
る
」と
し
て
コ

ン
ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導

し
、
預
金
を
引
き
出
そ
う
と
す
る

電
話
が
頻
発
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続

き
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
直
接
電

税
の
お
知
ら
せ

保
険
の
お
知
ら
せ

市
税
は
納
期
内
に
納

め
ま
し
ょ
う

〜
年
の
途
中
で

　
守
口
市
か
ら

　
ほ
か
の
市
区
町
村
へ

　
引
っ
越
し（
転
出
）

　
　
　
　
し
た
場
合
〜

納
付
に
は
便
利
な

口
座
振
替（
自
動
払
込
）の

　
　
　
　
　
　
　
利
用
を

個
人
市
府
民
税
の

　
　
よ
く
あ
る
質
問

固
定
資
産
税
減
額 

住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
家
屋

還
付
金
詐
欺
に
注
意

ご
存
じ
で
す
か

固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税


